
新型コロナウイルス感染症の影響に 

より解雇等にあった求職者を雇い入れ 

雇入れ日から３０日以内に 

「申請前届出書」を提出（１回目） 

雇入れ日から３か月経過した日の 

翌日から 30 日以内に 

「交付申請書」を提出（２回目） 

「申請書類」の審査 

書類不備等の場合は訂正のうえ再提出 

支給・不支給の決定 

奨励補助金の支払い 

申請手続き 
函館市離職者等緊急雇用奨励補助金の主な流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２回申請が 

必要です 

R2.11.1 に

雇い入れ 

R2.11.30

までに提出 

［例］ 

R3.1.31 

(雇入後 3 か月) 

R3.3.2 

(3 か月経過後 

30 日) 


